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学
童
保
育
所
の　

年
度
入
所
の

２４

申
し
込
み
受
け
付
け
を　

年
１
月

２４

４
日
（
水
）
～　

日
（
水
）
の
期

１１

間
に
行
い
ま
す
（
日
曜
日
、
祝
日

を
除
く
）。
受
付
時
間
は
、１
月
４

日
（
水
）・
５
日
（
木
）・　

日
１１

（
水
）
が
午
前
８
時
半
～
午
後
５

時
、
６
日
（
金
）・　

日
（
火
）
が

１０

午
前
８
時
半
～
午
後
８
時
、
７
日

（
土
）が
午
前
８
時
半
～
正
午
で
す
。

　

学
童
保
育
所
は
、
両
親
な
ど
保

護
者
が
勤
め
て
い
た
り
、
病
気
な

ど
の
理
由
で
、
小
学
校
低
学
年
の

お
子
さ
ん
の
放
課
後
の
世
話
が
で

き
な
い
場
合
に
、
保
護
者
に
代
わ

っ
て
専
門
の
職
員
が
児
童
を
保
育

　

年
度
市
立
小
・ 

２３中
学
校
特
別
支
援
学
級

で
の
介
助
員
（
臨
時
職

員
）
希
望
者
の
登
録

　
【
職
種
】介
助
員（
臨
時
職
員
）　

　
【
内
容
】
市
立
小
・
中
学
校
に
設

置
し
て
い
る
特
別
支
援
学
級
な
ど

で
の
児
童
・
生
徒
の
安
全
確
保

　
【
資
格
】次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
方
。
①
教
員
免
許
を
持
つ
方

ま
た
は
取
得
見
込
み
の
方
（
免
許

の
種
類
は
問
い
ま
せ
ん
）
②
特
別

支
援
学
校
、
特
別
支
援
学
級
に
お

い
て
介
助
員
の
経
験
の
あ
る
方
③

体
力
に
自
信
の
あ
る
方

　
【
雇
用
期
間
】最
長
で
年
度
末
ま

で
（
以
降
、
更
新
の
場
合
あ
り
）

　
【
勤
務
地
】
市
立
小
・
中
学
校

　
【
勤
務
時
間
】１
日
６
時
間
半
以

内
（
週
５
日
以
内
）。
た
だ
し
、
学

校
に
よ
っ
て
勤
務
日
数
・
勤
務
時

間
が
異
な
り
ま
す

　
【
賃
金
】１
時
間
当
た
り
１
１
０

０
円
。
ほ
か
に
市
の
規
定
に
よ
り

交
通
費
を
別
途
支
給

　

教
育
委
員
会
で
は
、　

年
４

２４

月
に
市
立
小
・
中
学
校
に
入
学

す
る
児
童
・
生
徒
の
ご
家
庭
に

対
し
て
、
入
学
校
名
や
入
学
日

時
な
ど
を
記
載
し
た
入
学
通
知

書
を　

月
中
旬
に
発
送
し
ま
す
。

１２

こ
の
通
知
は
、　

年　

月
１
日

２３

１２

現
在
の
住
民
基
本
台
帳
を
基
に

作
成
し
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の

日
以
降
に
転
入
し
た
方
に
は
入

学
通
知
書
が
届
か
な
い
こ
と
が

　

都
民
住
宅
の
入
居
者
を
次
の
通

り
募
集
し
ま
す
。
都
民
住
宅
は
中

堅
所
得
者
向
け
の
賃
貸
住
宅
で
す
。

　
【
申
し
込
み
資
格
】①
都
内
に
居

住
し
て
い
る
こ
と
②
同
居
親
族
が

い
る
こ
と
（
単
身
で
は
申
し
込
み

不
可
）
③
所
得
が
定
め
ら
れ
た
基

準
に
該
当
す
る
こ
と
④
現
に
自
ら

居
住
す
る
た
め
の
住
宅
を
必
要
と

し
て
い
る
こ
と
⑤
暴
力
団
員
で
な

い
こ
と

　
【
募
集
案
内
の
配
布
場
所
・
配
布

期
間
】
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く　
１２

　

認
可
保
育
所
の　

年
度
入
所
の

２４

申
し
込
み
を
受
け
付
け
ま
す

　
【
受
付
日
時
】　

月
２
日
（
金
）・

１２

５
日
（
月
）
～
７
日
（
水
）
は
午

前
９
時
～
午
後
４
時
半
▼　

月
８

１２

日
（
木
）・
９
日
（
金
）
は
午
前
９

時
～
午
後
８
時
。
た
だ
し
、
い
ず

れ
も
午
前　

時
半
～
午
後
１
時
は

１１

除
き
ま
す
▼　

月
３
日
（
土
）
は

１２

午
前
９
時
～
正
午
。

　
【
会
場
】市
役
所
２
階
２
０
４
会

議
室

　

※
入
所
の
選
考
は
先
着
順
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　
【
ご
注
意
】郵
送
で
の
入
所
申
し

込
み
は
で
き
ま
せ
ん
▼
既
に　

年
２３

度
中
の
入
所
申
し
込
み
を
行
い
、

決
定
を
待
っ
て
い
る
方
で
、　

年
２４

４
月
１
日
以
降
も
引
き
続
き
入
所

を
希
望
す
る
方
も
、
受
付
期
間
中

指
導
す
る
施
設
で
す
。

　

今
回
入
所
の
対
象
と
な
る
の
は
、

来
年
４
月
に
小
学
校
新
１
年
生
～

新
３
年
生
と
な
る
児
童
で
す
。

　
【
提
出
書
類
】①
入
所
申
請
書
②

保
護
者
の
状
況
を
証
明
す
る
書
類

（
勤
務
証
明
書
・
病
気
治
療
中
の

と
き
は
医
師
の
診
断
書
・
そ
の
ほ

か
の
理
由
で
家
庭
で
の
適
切
な
監

護
が
で
き
な
い
と
き
は
そ
の
理
由

書
）
③
非
課
税
世
帯
の
場
合
は
世

帯
全
員
の
平
成　

年
度
住
民
税
非

２３

課
税
証
明
書
。
生
活
保
護
世
帯
は

受
給
証
明
書

　

※
入
所
申
請
書
と
勤
務
証
明
書

の
用
紙
は
、　

月
１
日
（
木
）
か

１２

　

年
４
月
入
所
の
申
し
込
み
受
け
付
け
は

２４
　

年
１
月
４
日
（
水
）
～　

日
（
水
）

２４

１１

ら
子
育
て
支
援
課（
市
役
所
２
階
）、

各
学
童
保
育
所
で
配
布
し
ま
す
。

　
【
申
請
受
け
付
け
会
場
】子
育
て

支
援
課　
　

　
【
学
童
保
育
所
費
】１
人
月
額
５

０
０
０
円

　

※
保
育
所
費
の
免
除
を
受
け
る

方
は
、
申
請
時
に
世
帯
全
員
の
非

課
税
証
明
書
ま
た
は
、
生
活
保
護

受
給
証
明
書
の
添
付
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

　
【
ご
注
意
】①
受
付
期
間
後
に
申

し
込
み
の
あ
っ
た
お
子
さ
ん
に
つ

い
て
は
、
入
所
時
期
が
遅
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
②
各
学
童
保
育
所

と
も
希
望
者
が
定
員
を
超
え
た
場

合
は
入
所
判
定
を
行
い
、
入
所
児

童
を
決
定
し
ま
す
の
で
、
お
待
ち

い
た
だ
く
場
合
も
あ
り
ま
す
。
あ

ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
課
児
童
係
緯
４
７

０
・
７
７
７
７
（
内
線
２
４
１
０
・

２
４
１
１
）
へ
。

あ
り
ま
す
。　

年
１
月
９
日（
祝
）

２４

ま
で
に
入
学
通
知
書
が
届
か
な
い

場
合
は
、
学
務
課
緯
４
７
０
・
７

７
７
９
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◎
次
の
方
も
学
務
課
学
事
係
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い

　

▼
就
学
時
健
康
診
断
を
受
け
て

い
な
い
方
▼
国
立
・
都
立
・
私
立

の
学
校
へ
入
学
す
る
方
▼
住
所
の

変
更
を
予
定
し
て
い
る
方

　

※　

年
度
か
ら
の
小
学
校
学
区

２４

域
は
左
表
の
通
り
で
す
。

　

詳
し
く
は
同
係
へ
。

２４年度に入学する

児童・生徒のご家庭へ

２４年４月入所の

申し込み受け付けは

１２月２日（金）～９日（金）

に
新
た
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い

▼
転
出
な
ど
で
他
市
区
町
村
保
育

所
の
入
所
を
希
望
す
る
方
は
、
各

自
治
体
で
申
込
締
切
日
や
必
要
書

類
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
ご
確
認

く
だ
さ
い

申
し
込
み
受
け
付
け 

終
了
後
に
出
産
し
た
方

　

申
し
込
み
受
け
付
け
終
了
後
の

　

月　

日
以
降
に
出
産
し
、
保
育

１２

１０

所
に
入
所
を
希
望
す
る
方
（
た
だ

し
、
入
所
申
し
込
み
が
で
き
る
の

は
私
立
保
育
所
お
よ
び
公
設
民
営

保
育
所
の
み
と
な
り
ま
す
）
は
、

期
間
を
延
長
し
て
１
月　

日（
月
）

１６

ま
で
保
育
課
窓
口（
市
役
所
２
階
）

で
受
け
付
け
ま
す
。
詳
細
は
同
課

へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

申
請
書
類
の
一
部
が

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

取
得
で
き
ま
す

　

入
所
の
し
お
り
や
申
請
書
類
の

一
部
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
取
得

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

　
【
二
次
受
け
付
け
】二
次
受
け
付

け
（
随
時
募
集
分
）
を
、　

年
２

２４

月　

日
（
月
）
～　

日
（
金
）
に

１３

２４

予
定
し
て
い
ま
す
（
た
だ
し
、
一

次
選
考
後
の
欠
員
に
伴
う
申
し
込

み
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
）

　

詳
し
く
は
同
課
管
理
係
緯
４
７

０
・
７
７
４
５
へ
。　市では、防犯灯や装飾灯を管理してい

る自治会や商店会に対して、下半期にか
かった費用（電気料・取替経費）を補助
します。各団体の代表の方には申請書を
送付しています。１２月１５日（木）までに
施設管理課（市役所５階）で手続きをし
てください。提出が遅れますと、補助金
の交付が遅れる場合がありますので、ご
注意ください。なお、郵送での申請はお
受けできませんので、ご了承ください。
　詳しくは同課道路河川施設担当緯４７０・
７７６７へ。

防犯灯の維持管理費に

補助金を交付します

月
１
日
（
木
）
～
９
日
（
金
）
に

都
市
計
画
課
（
市
役
所
５
階
）、
都

庁
、都
内
各
市
区
役
所
、町
村
役
場
、

東
京
都
住
宅
供
給
公
社
募
集
セ
ン

タ
ー
、
同
公
社
各
窓
口
セ
ン
タ
ー

で
配
布
。
な
お
、　

月
３
日（
土
）・

１２

４
日
（
日
）
は
同
公
社
募
集
セ
ン

タ
ー
で
配
布
。
ま
た
、　

月
１
日

１２

（
木
）午
前
９
時
ご
ろ
～
９
日（
金
）

午
後
６
時
の
間
、
申
込
書
・
募
集

案
内
を
同
公
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（h

ttp://w
w
w
.to-kousya.or.jp

/

）か
ら
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

　

申
し
込
み
は
所
定
の
申
込
用
紙

に
記
入
の
上
、　

月　

日
（
火
）

１２

１３

ま
で
に
同
公
社
募
集
セ
ン
タ
ー
に

届
い
た
も
の
に
限
り
、
受
け
付
け

ま
す
。

　

※
今
回
の
募
集
期
間
以
外
で
随

時
募
集
し
て
い
る
「
先
着
順
受
け

付
け
」
も
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
公
社
募
集
セ
ン
タ

ー
緯　

・
３
４
９
８
・
８
８
９
４

０３

（
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
）
へ
。

都
民
住
宅
（
東
京
都
施
行
型
）

　
　
　
　

入
居
者
を
募
集
し
ま
す

　

申
し
込
み
は
履
歴
書
、
教
員
免

許
を
持
つ
方
は
免
許
の
写
し
を
持

参
し
て
、
直
接
学
務
課
（
市
役
所

６
階
）
へ
。

　

詳
し
く
は
同
課
学
事
係
緯
４
７

０
・
７
７
７
９
へ
。

　

年
度
市
立
小
学
校
交

２３通
擁
護
員（
臨
時
職
員
）

希
望
者
の
登
録

　
【
職
種
】
交
通
擁
護
員
（
臨
時
職

員
）

　
【
内
容
】児
童
の
登
下
校
時
の
安

全
を
擁
護
す
る

　
【
資
格
】体
力
に
自
信
の
あ
る
方

　
【
雇
用
期
間
】最
長
で
年
度
末
ま

で
（
以
降
、
更
新
の
場
合
あ
り
）

　
【
勤
務
地
】
市
立
小
学
校

　
【
賃
金
】①
午
前
７
時
半
～
８
時

半
は
１
時
間
１
０
３
０
円
②
そ
れ

以
外
の
時
間
は
１
時
間
９
３
０
円
。

ほ
か
に
市
の
規
定
に
よ
り
交
通
費

を
別
途
支
給

　
【
勤
務
時
間
】１
日
４
時
間
以
内
、

週
５
日
以
内
。
た
だ
し
、
学
校
に

よ
っ
て
勤
務
日
数
・
勤
務
時
間
が

異
な
り
ま
す

　

申
し
込
み
は
履
歴
書
を
持
参
し

て
、
直
接
学
務
課
（
市
役
所
６
階
）

へ
。

　

詳
し
く
は
同
課
学
事
係
緯
４
７

０
・
７
７
７
９
へ
。

学
童
保
育

学
童
保
育
所所

入学通知書を
発送します

　

固
定
資
産
税
の
課
税
対
象
と
な

る
も
の
に
、
土
地
や
家
屋
の
ほ
か
、

償
却
資
産
が
あ
り
ま
す
。
償
却
資

産
と
は
、
会
社
や
個
人
で
工
場
や

商
店
な
ど
を
経
営
し
て
い
る
方
が
、

そ
の
事
業
の
た
め
に
用
い
る
機

械
・
器
具
・
備
品
な
ど
の
有
形
資

産
の
こ
と
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
償
却
資
産
を
市
内
に

所
有
す
る
方
は
、　

年
１
月
１
日

２４

現
在
の
資
産
の
所
有
状
況
を
、
１

月　

日
（
火
）
ま
で
に
申
告
し
て

３１
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

申
告
用
紙
は　

月
中
旬
ま
で
に

１２

お
手
元
に
届
く
よ
う
発
送
し
ま
す
。

償
却
資
産
を
所
有
す
る
方
で
用
紙

が
届
か
な
い
場
合
は
、
課
税
課
家

屋
資
産
税
係
☎
４
７
０
・
７
７
２

７
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
係
へ
。

「
e
L
T
A
X
（
エ
ル
タ

ッ
ク
ス
）」に
よ
る
償
却
資

産
の
申
告
も
可
能
で
す

　

e
L
T
A
X
（
エ
ル
タ
ッ
ク

ス
）
と
は
、
地
方
税
に
お
け
る
手

続
き
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経
由
で

行
な
う
こ
と
が
で
き
る
シ
ス
テ
ム

の
呼
称
で
す
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
を

利
用
す
れ
ば
、
自
宅
や
オ
フ
ィ
ス

か
ら
の
申
告
も
可
能
で
す
。

　

利
用
に
際
し
て
は
条
件
が
あ
り

ま
す
の
で
、詳
し
く
は
e
L
T
A

X
サ
ポ
ー
ト
デ
ス
ク
☎
０
５
７

０
・
０
８
１
４
５
９
（
I
P
電
話

や
P
H
S
な
ど
を
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認可保育所

新通学区域（24年4月1日から）

通学区域学校名

幸町三丁目３番～１３番、四丁目、中央町二丁目１番・４番～
１２番、中央町三丁目１番～１６番・１９番～２８番、五丁目、六丁
目、前沢一丁目、下里一丁目４番・６番、八幡町一丁目１番・
６番～９番、二丁目、三丁目１番・１２番～１６番

第一小学校

新川町全域、浅間町全域、大門町一丁目、二丁目５番～８番、
東本町全域第二小学校

幸町一丁目、三丁目１番・２番、中央町一丁目、二丁目２番・
３番、三丁目１７番・１８番、本町全域、南沢三丁目１番～１０番第三小学校

南町一丁目１番・２番・５番・６番、南沢一丁目、二丁目、
南沢三丁目１１番～１８番、四丁目、五丁目、中央町四丁目、学
園町全域、ひばりが丘団地全域

第五小学校

上の原一丁目、二丁目、金山町一丁目、二丁目５番～２０番、
氷川台全域第六小学校

下里二丁目、五丁目、六丁目、滝山六丁目、七丁目第七小学校

滝山一丁目～五丁目、前沢四丁目、五丁目、八幡町三丁目２
番～１１番、弥生全域第九小学校

下里四丁目１番１６号～２０号・３０号～４１号、下里四丁目２番～
４番、柳窪一丁目１番～８番・１０番２号～３５号、二丁目～五
丁目

第十小学校

小山全域、幸町二丁目、五丁目小山小学校

神宝町一丁目、二丁目、金山町二丁目１番～４番、大門町二
丁目１番～４番・９番～１４番神宝小学校

南町一丁目３番・４番・７番～１４番、二丁目～四丁目、前沢
二丁目、三丁目南町小学校

野火止全域、下里一丁目１番～３番・５番・７番～１５番、七
丁目、八幡町一丁目２番～５番本村小学校

下里三丁目、四丁目１番１号～１５号・２１号～２９号・４５号、
柳窪一丁目９番・１０番１号・３６号～５５号下里小学校

※太字・下線は第四小学校閉校により、編入された区域です。
※第六小学校区域の上の原二丁目5番は、神宝小学校との調整区域です。


